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児童扶養手当制度について

２月は「正しい猫の飼い方推進月間」

本町は午後６時にサイレンを鳴らします。

住宅防火　いのちを守る７つのポイント

春の火災予防運動３月１日～７日

住宅用火災警報器は設置していますか？

消防・災害メールは
こちらのＱＲコードから

登録できます。

火災と救急・救助は「☎１１９番」
災害情報は「☎０５０（１８０８）９９５３」をご利用ください。

●児童扶養手当とは？
　父または母のどちらかが以下の理由により「ひとり親」で児童（１８歳になって最初に迎える３
月３１日までのお子様）を育てている方に支給される手当です。
　①離婚　②未婚で出産　③死亡　④その他（障害、生死不明、遺棄（１年以上）、ＤＶ、拘禁（１年以
上）、不明（父母ともに））
●手当額（月額）は？
　対象となる子どもの数や父または母の所得や同居の家族の所得等により決められます。
　　○子ども１人の場合
　　　４４，１４０円～１０，４１０円　
　　○子ども２人の場合
　　　５４，５６０円～１５，６２０円
　　○子ども３人目以降の加算額（１人につき）
　 　 ６，２５０円～３，１３０円
●手当を受給するためには？
　町への申請が必要となりますので、支給要件に該当する方は子ども家庭課相談支援係へお問い
合わせください。
　審査の結果、支給対象となった場合は、申請の翌月分から支給開始となります。

　住宅用火災警報器は消防法・火災予防条例によりすべての住宅に設置が義務付けられてい

ます。寝室や階段の天井、壁面に住宅用火災警報器を設置して火災が発生した場合の逃げ遅れ

を防止しましょう。

　県では２月を「正しい猫の飼い方推進月間」と定めています。猫の習性を理解し、ルールを守って
正しく猫を飼いましょう。
●不妊・去勢手術をしましょう
　　猫を捨てる行為は犯罪です（１００万円以下の罰金）。飼う場合は、最後まで責任をもって飼い
　ましょう。繁殖させたくない場合は不妊・去勢手術をおすすめします（繁殖期のストレスも軽減
　されると言われています）。
　※町ではメス猫の不妊手術費を助成していますのでご活用ください。
　▶補助額＝手術費の半額（上限４，０００円）
●野良猫への無責任なエサやりの禁止
　　かわいそうだからといってエサやりをしてしまうと、近所への迷惑となるだけでなく、不幸な命
　が増えてしまう原因にもなってしまいます。飼わない場合は、安易にエサを与えないでください。
●室内で飼いましょう
　　猫は室内で飼うと感染症や交通事故などの危険が少なくなるので、室外で飼った場合に比べ
　て寿命が長くなります。またご近所トラブルなどに巻き込まれる危険性が少なくなります。猫は
　室内で飼うようにしましょう。

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　相談支援係　　　　９１３７56☎

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　　　　９１３１
　　　　　　　　栃木県動物愛護指導センター　  　０２８（６８４）５４５８

56☎
☎

▶問い合わせ先＝総務課　防災係　　　　９１１５
　　　　　　　　石橋地区消防組合消防本部　通信指令課　　　　１１１９

56☎
53☎

住宅用火災警報器には寿命があります。
取り替えの目安は１０年です。
あなたのご家庭では大丈夫ですか？

第４３回石橋地区少年消防クラブ防火標語展　≪春季最優秀作品≫

気を付けて！　その火点けたの　いつですか？
上三川町立明治中学校 ３年　吉澤　桃果さん

よしざわ　　　  ももか

下野市・壬生町・上三川町

石橋地区消防団連絡協議会

石橋地区危険物保安協会

石橋地区女性防火クラブ連絡協議会政府広報オンラインより引用
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